
読書推進の新たな取組み：古本市

本の再利用と新たな本との出会い

の促すために、家で読まなくなった

本や不要な本を持ち寄ってもらう。
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保護者への図書貸出し

・学校図書館法第４条の２「学校

図書館は、その目的を達成する

のに支障のない限度において、

一般公衆に利用させることがで

きる」

・保護者からの学校図書貸出しの

要望

家庭と連携し、家族で読書に親し

んでもらうために親子貸出しを

実施
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